
中津川・恵那
広域ごみ処理施設整備に向けて

資料１

建設候補地の選定について

令和７年10月31日（金）
第６回 中津川・恵那
広域ごみ処理施設整備建設候補地検討委員会
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振り返り

建設候補地の公募結果

公募の期間
令和７年４月10日（木）～７月31日（木）

地域説明会の開催（公募期間中）
人口重心地から10kmの範囲内の地域代表者を対象に説明会を開催

【中津川市】９地区を対象に公募説明を実施
【恵 那 市】８地区を対象に公募説明を２回実施

ごみ処理施設見学会の開催（公募期間中）
近代のごみ処理施設への理解を深めていただくことを目的に
両市それぞれ、地域の役員や住民を対象に開催
視察先：上伊那クリーンセンター（平成31年３月竣工）

【中津川市】令和７年５月19日 参加者：29人
【恵 那 市】令和７年５月12日 参加者：19人

公募結果

応募なし
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１．情報提供の受付
公募結果を受け、再度、協議会及び両市で建設候
補地の選定方法を検討

公募の条件を緩和し、広く情報提供を求める

内容項目

10月１日（水）～11月28日（金）受付期間

・可燃ごみ処理施設
・リサイクル施設
・最終処分場

想定施設

・両市の行政区域内にあって、人口重心地から概ね10km圏内
・概ね２ha以上の土地

土地条件

・土地所有者（個人、法人）
・中津川市または恵那市在住の方
・地域内の自治組織の長

情報提供者

両市または協議会へ電話またはメールで知らせる情報提供方法

他都市の事例を提示【P10参照】地域振興策

【情報提供受付の概要】
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２．建設候補地選定の流れ
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３．建設候補地の評価基準の変更
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情報提供のあった土地の評価は、
建設候補地評価基準（令和７年３月策定）に基づいて行う。

公募を前提としている項目について、見直しを行う。

３次評価完了まで、地元調整は行わない。

変更内容項目

「公募」の表現を「情報提供」に変更共通

情報提供では、誓約書等の提出や地権者への説明は不要であるため、
自治組織の合意、地権者への説明、暴力団に関する誓約要件を削除
【P６参照】

１次評価

変更なし２次評価

情報提供では、地権者や当該地域の合意形成を求めていないため、
評価項目「合意形成」「協力度」を削除
点数評価と情報提供者から寄せられた情報（特記事項）をもとに総
合的に評価する。
【P７参照】

３次評価



評価方法評価内容項目

〇：満たしている
概ね２ha（20,000m2）以上の用地を確保できること。

土地条件
×：満たしていない

〇：満たしている
両市の人口重心地から概ね10kmの範囲内の土地であること。

×：満たしていない

評価方法評価内容項目

〇：満たしている
土地が所在する地域内の自治組織の長であること。応募資格

×：満たしていない

〇：満たしている
概ね２ha（20,000m2）以上の用地を確保できること。

応募要件

×：満たしていない

〇：満たしている
両市の人口重心地から10kmの範囲内の土地であること。

×：満たしていない

〇：満たしている
自治組織内での合意を得ていること。

×：満たしていない

〇：満たしている
土地所有者へ説明・確認が行われていること。

×：満たしていない

〇：満たしている
暴力団員・反社会的団体との関与がないこと。

×：満たしていない

建
設
候
補
地
評
価
基
準

（
令
和
７
年
３
月
）

見
直
し
後
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４．１次評価 項目内容の見直し
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５．３次評価 項目内容の見直し

補正配点評価項目NO

40点20点広域化の視点１
５点10点土地利用２
５点10点環境保全３
５点15点防災性４
５点15点インフラ５
40点30点合意形成６

100点合計

＋
ーー協力度７

建設候補地評価基準（令和７年３月） 見直し後

補正配点評価項目NO

40点20点広域化の視点１
５点10点土地利用２
５点10点環境保全３
５点15点防災性４
５点15点インフラ５

70点合計

＋
ーー特記事項

★検討委員会の評価について
予め評価基準により算出した点数評価（No1～５）を整理し、特記事項
の内容を踏まえ検討し、有用な土地を候補地として決定する。

特記事項とは

情報提供者から寄せられた、様々な情報（地権者や当該地域の状況等）



６．建設地選定スケジュール

備 考
R８R７年度

項 目
６５４３２１121110月

情報提供受付

土地調査

情報提供を受
け次第、着手

１次評価

情報提供を受
け次第、着手

２次評価

検討委員会評
価

３次評価

数回開催検討委員会

公表候補地決定

建設地決定
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参考：情報提供受付の案内（１/２）
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参考：情報提供受付の案内（２/２）
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